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は じ め に 

 

 

 精神疾患によって受診する患者数が３００万人を超え、精神疾患に対する医療や福祉のありかた

を見直す動きが進められています。地域医療については、平成２５年から対象とする疾患として、

がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病に精神疾患が加えられ、５疾病５事業の医療計画が作成され

ることとなりました。その背景には、精神疾患は患者数が多く、また、長期の経過をたどることが

多いことから、他の疾患と比べて、私たちの健康寿命に対する影響が大きいということがあります。

また、精神保健福祉法が平成２５年に改正され入院患者の退院促進の方針が明確に打ち出されまし

た。その背景には、精神疾患患者の１割近くが入院患者であり、入院期間が他の疾患と比べて、ま

た、諸外国と比較しても長く、それだけ地域生活の機会が制限されているということ、さらに、そ

の入院患者に対する医療費が全体の７割以上を占めている、という医療経済的な問題もあります。 

 今後、精神科医療は、より一般の医療に近い形に変わっていくことが期待されていますが、それ

は単に退院を促進し、地域医療を充実させればいいというような単純な問題ではありません。精神

科医療の特殊性として挙げられる非自発的入院の制度は、当面、何らかの形で残っていくことでし

ょう。いかに精神疾患が身近な病気であると訴えたところで、「入院させられる病気」という事実

がある限り、特殊な病気、特殊な医療というイメージは残ります。また医療や保健の従事者にとっ

ては、本人の自発性を尊重した地域医療・保健と、強制力を持った非自発的入院という相反する２

つの役割を持つというのは、きわめて不自然なことです。私たちが本来、担うべきは、精神疾患を

持つ方への支援であって管理ではありません。この先、こうした構造的な矛盾がどのように整理さ

れていくのかはわかりませんが、問題解決への第一歩は「見える化」です。問題点がどこにあるか、

どこに無理があるかといったことをきちんと整理しながら携わっていくことが求められます。 

 

 

平成２６年７月 

 

 

福島県精神保健福祉センター 所長 畑 哲信 

 

  

 

 

 



 

目   次 

Ⅰ 精神保健福祉センターの概要 

１ 沿   革 ·································································· 1 

２ 施設の現況 ·································································· 1 

３ 職員の構成 ·································································· 2 

４ 業務の内容 ·································································· 2 

Ⅱ 業 務 実 績 

１ 普及啓発 ···································································· 3 

２ 関係機関職員の教育研修 ······················································· 3 

３ 技術指導・技術援助 ··························································· 4 

４ 精神保健福祉相談及び相談に付随する診療状況 ··································· 7 

５ 精神障がい者地域移行・地域定着関連事業 ······································· 9 

６ 自殺対策関連事業 ···························································· 13 

７ 特定相談事業································································ 17 

８ 薬物関連相談事業 ···························································· 17 

９ 精神保健福祉協力組織の育成 ·················································· 18 

10 福島県精神医療審査会事務 ···················································· 19 

11 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療（精神通院医療）の判定及び承認 ·········· 20 

Ⅲ 調査・研究、参考資料 

１ 調査・研究  ································································ 21 

２ 精神科病床を有する病院数、入院患者数 ········································· 21 

３ 在院患者数、性・年齢・病類別 ················································· 21 

４ 自殺者数の推移 ······························································· 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Ⅰ 精神保健福祉センターの概要 
１ 沿   革 

昭和 25年 

昭和 35 年 7 月 1 日   

精神衛生法制定 

精神衛生相談所を福島保健所（福島市御山町 48）に併設   

昭和 39年 

昭和 40年 

福島県精神衛生相談所条例施行 

精神衛生法の一部改正 

昭和 40 年 6 月 30 日 精神衛生相談所の名称が精神衛生センターに改正   

昭和 47 年 4 月 1 日 福島県精神衛生相談所条例が廃止され福島県精神衛生センター条例施行 

福島市森合町 10-9に移転 

昭和 62年 

昭和 63 年 7 月 1 日 

 

精神衛生法が改正され精神保健法制定 

福島県精神衛生センター条例が一部改正され福島県精神保健センター条例へ 

福島県精神衛生センターの名称が福島県精神保健センターに改正   

平成 5年 

 

平成 5 年 12 月 13 日 

精神保健法の一部改正 

障害者基本法制定 

福島県保健衛生合同庁舎（福島市御山町 8－30）に移転   

平成 7年 

 

平成 7 年 10 月 13 日 

 

平成 11年 

平成 17年 

 

平成 18年 

平成 24年 

精神保健法が改正され精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保

健福祉法」という。）に名称変更 

福島県精神保健センター条例が福島県精神保健福祉センター条例へ改正 

福島県精神保健センターの名称が福島県精神保健福祉センターに改正  

精神保健福祉法の一部改正 

精神保健福祉法の一部改正 

障害者自立支援法の制定 

自殺対策基本法の制定 

障害者自立支援法に代わり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（以下「障害者総合支援法」という。）の制定 

  

２ 施設の現況 
(1) 所 在 地  〒960－8012 福島市御山町 8番 30 号 福島県保健衛生合同庁舎５階 
(2) 建   物  鉄筋コンクリート造、  建面積 813.8 ㎡（５階部分） 
(3) 施設完成日  平成 5 年 11月 24 日、同 12月 13 日移転 
 

 

 

   

   身体障がい者 

     福祉協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ふくしま心のケアセンター 
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３ 職員の構成 
             （平成 26年 3月末現在） 

   所長（医師）１名 
    
 

主幹兼次長（事務職員）１名 
    
 

技術職員７名   事務職員３名  非常勤嘱託員３名  
   科部長（医師）１ 主査２     自殺対策事業嘱託員１ 
   主任保健技師４  主事１     自殺関連電話相談員１     
   主任薬剤技師１          心の健康づくり電話相談員１ 

副主任心理判定員１ 
 
 
４ 業務の内容 

精神保健福祉センターにおいて行う業務は、次のとおりです。 
(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及に関すること。 
(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究に関すること。 
(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導並びにこれらに付随する診療に関するこ

と。 
(4) 精神医療審査会の事務に関すること。 
(5) 精神保健福祉法第 45 条第１項の申請に対する決定及び障害者総合支援法第 52 条第１項に規定

する支給認定（精神障害者に係るものに限る。）に関する事務に関すること。 
(6) 障害者総合支援法第 22 条第２項の規定により、市町村が同条第１項に規定する支給要否決定を

行うに当たり意見を述べること。 
(7) 障害者総合支援法第 26 条第１項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他

必要な援助を行うこと。 
(8) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。 

（福島県精神保健福祉センター条例（昭和 47年福島県条例第 18号）第３条より） 

※ 参照法令 

ア 精神保健福祉法第 45条第１項(精神障害者保健福祉手帳) 

 精神障害者(知的障害者を除く。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しな

いときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。 

  イ 障害者総合支援法第 52条第１項(自立支援医療費の支給認定) 

自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支

給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。 

  ウ 障害者総合支援法第 22条(支給要否決定等) 

市町村は、第20条第1項の申請に係る障害者等の障害程度区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当

該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用

に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下「支給

要否決定」という。)を行うものとする。 

市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところに

より、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(第74条及び第76条

第3項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者

更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若し

くは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他厚生労働省令で定める機関の意見

を聴くことができる。 

  エ 障害者総合支援法第 26条第１項(都道府県による援助等) 

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による

業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対す

る必要な援助を行うものとする。 
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Ⅱ 業 務 実 績 

１ 普及啓発 

(1)  研修会等 

事 業 名 実施日・場所 参 加 者 数 開 催 内 容 

アディクション

フォーラム 

平成 26年 2月 12日 

 

郡山市音楽・文化交

流館 

ミューカルがくと館 

   １６０名 ○講演「薬物依存症という病気を知ろう」 

講師 筑波大学 准教授 森田 展彰 氏   

○磐梯ダルクの仲間たちによる「太鼓」演奏 

○体験談「回復者からのメッセージ」 磐梯ダルク   

思春期精神保健

セミナー 

平成 26年  1月 24日 

 

郡山市音楽・文化交

流館 

ミューカルがくと館  

１５５名 「思春期の“うつ”について                      

        －自傷・自殺行為など－」         

 講師 東京都立小児総合医療センター   

      顧問  市川 宏伸 氏 

 

(2)  広報等 

ア ホームページ 

    アドレス http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21840a/（平成２６年４月から変更） 

       トップページアクセス件数  ２０，４６４件/年 

イ 精神保健福祉瓦版の発行 

    発行 計２回、ホームページに掲載 

ウ アディクション伝言板の発行 

    発行 月１回 計１２回、ホームページに掲載 

エ リーフレットの作成配布 

       自殺対策関連の各種リーフレット等の作成、配布。詳細は自殺対策関連事業のページ参照 

 

２ 関係機関職員の教育研修 

事 業 名 実施日・場所 参 加 者 数 開 催 内 容 

精神保健福祉 

地域関係職員 

 

 

 

 

 

 

 基礎 

研修 

県

北 

平成 25年 6月 26日 

 10:00～16:00 

福島県保健衛生合同

庁舎 2階大会議室 

 

９９名 

 

 

 

 

(1)講義「精神疾患の理解と対応」  

県北･会津 講師 精神保健福祉センター所長 

県南    講師 福島県立矢吹病院   

                   院長  横山 昇 氏 

 

(2)行政説明「精神保健福祉行政の現状」         

担当者 福島県保健福祉部障がい福祉課職員 

 

(3)演習「相談の受け方」 

県北 福島県立医大医学部神経精神医学講座 

 助教 本谷 亮 氏 

会津 会津若松市家庭児童相談室  

    臨床心理士 木村 裕美 氏 

県南 ふくしま心のケアセンター県南方部センター 

臨床心理士 半澤 利一 氏 

 

会

津 
平成 25 年 7 月 1 日 

10:00～16:00 

ピカリンホール（会

津若松市北会津支

所） 

７４名 

 

県

南 

平成 25 年 7 月 4 日 

10:00～16:00 

白河市立図書館地域

交流会議室 

５３名 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21840a/
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中級研修 平成 25年 9月 5日 

 

福島県保健衛生合同

庁舎 2階大会議室 

７６名 講義「境界性パーソナリティ障害を持つ人への支援」 

講師 帝京大学医学部附属病院メンタルヘルス科   

病院教授 林 直樹 氏 

トピック研修 平成 25年 12月 20日 ４０名 講義・演習 動機づけ面接法： 

 「変わらない人」を「変わる人」に変える 

 講師 成増厚生病院 

     診療部長 後藤 恵 氏 

地域ケア検討会 定例 

平成  25年  5月  15日 

6月  17日 

10月  17日 

12月  27日 

平成  26年  1月  15日 

随時 

平成  25年  4月  17日 

5月  27日 

9月  17日 

計  8回 

 

１０名 

８名 

９名 

８名 

９名 

 

１０名 

６名 

６名 

計６６名 

 

 精神保健福祉センターの来所及び電話相談についての

事例検討 

 

検討事例数 実６事例・延べ６事例 

 

 

【学生実習】                  【図書ビデオ等の貸し出し件数】 

  ポラリス保健看護学院           ３名        

   福島大学大学院教育学研究科        ９名 

   福島看護専門学校                   ３９名    

   福島東稜高等学校看護専攻科          ２４名 

   福島県立総合衛生学院看護学科        ４１名 

３ 技術指導・技術援助 

地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所、市町村及び関係諸機関に対し、専門的立場から技術指導及

び技術援助を行っています。   

  また、関係諸機関からの依頼に基づき、精神保健福祉に関連する研修会や会議等に職員を派遣しています。 

 

(1)  技術援助・技術指導分類別内訳 

区   分 

技術指導・援助（延件数） 

老人

精神

保健 

社会

復帰 

アル

コー

ル 

薬

物 

ｷﾞｬ

ﾝﾌﾞ

ﾙ 

思春

期 

心の

健康

づく

り 

ひき

こも

り 

自殺関

連 

犯罪

被害 

災害 その

他 

計 

保 健 所 ０ ３ ０ ０ ０ １ ９ １ ６４ ０ ０ ５ ８３ 

市町村 ２ １ ０ ０ １ １ ３ ０ ７３ ０ １ １ ８３ 

福祉事務所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ４ 

医 療 施 設 ０ ２０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２１ 

介護老人保健施設 ０ ０ ０ ０ ０  １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

障害者支援施設 ０ １１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １１ 

社会福祉施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ３ ２２ ０ ４ ０ １ １１ １ ４９ １ １０ ６４ １６６ 

実施件数 ５ ５７ ０ ４ １ ３ ２５ ２ １８６ １ １１ ７４ ３６９ 

 

 

 

 

図 書 ビデオ 

３件 ０件 
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(2)  援助・指導内容 

ア 職員の派遣 

① 保健所等 

依 頼 機 関 内       容 担  当 

県保健福祉事務所 

市保健所 

市町村 

精神保健福祉法の通報に伴う精神保健指定医の診察 医師 

自殺対策市町村職員等研修会 医師、保健師、自殺対策専門員 

自殺予防ゲートキーパー養成研修会 医師 

自殺予防街頭キャンペーン 保健師、自殺対策専門員 

市町村自殺対策担当者会議 保健師、自殺対策専門員 

自殺予防セミナー 保健師 

自殺予防庁内ネットワークづくり打ち合わせ 保健師、自殺予防専門員 

ひきこもり家族教室 医師 

精神障がい者サポーター養成講座 医師 

精神保健研修会 医師 

被災者健康支援連絡会 保健師､自殺予防専門員 

生活保護医療給付要否意見書等審査会 医師 

精神科病院実地審査 医師 

② 県部局等 

依 頼 機 関 内       容 担  当 

知事部局 精神疾患休職職員復職審査 医師 

福利厚生室 管理監督者メンタルヘルス講習会 医師 

高齢福祉課 介護予防市町村支援委員会 保健師 

児童家庭課 児童扶養手当等障害審査 医師 

被害者支援連絡協議会 保健師 

障がい福祉課 

精神保健福祉審議会 医師 

精神科救急医療システム連絡調整委員会 医師 

精神科病院実地審査 医師 

自殺対策推進協議会 医師 

自殺予防週間啓発委託事業 保健師 

精神保健福祉担当者会議･通報担当者会議 医師、保健師 

精神障がい者アウトリーチ推進事業評価会議 保健師 

精神障がい者地域移行･地域定着推進事業担当者会議 保健師 

福島県自立支援協議会・人材育成部会 保健師 

知的障害者相談 医師 

聴覚障害者来所相談会 保健師 

障がい者総合体育大会 保健師 

精神障がい者バレーボール東北大会 保健師 

薬務課 

 

薬物乱用防止指導員連合協議会 薬剤師 

薬事監視員研修会 薬剤師 

原子力損害対策課 賠償関係市町村担当課長会議 事務職、心理判定員 

③ 教育委員会 

依 頼 機 関 内       容 担  当 

福島県教育委員会 公立学校教職員神経・精神障がい審査委員会 医師 
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④ その他の関係機関 

依 頼 機 関 内       容 担  当 

福島県警察本部 被害者支援研修会 医師 

福島刑務支所 研究授業 薬剤師 

ふくしまこころネットワーク 精神障がい者地域移行・地域定着検討会 保健師 

特定非営利活動法人アイキャン ピアサポーター養成研修会 保健師 

 

ふくしま心のケアセンター 

 

心のケアセンター管理者会議 医師 

心のケアセンター月例会議 保健師 

心のケアセンター各方部センター連絡調整会議 保健師 

 

イ 関連会議等への出席 

依 頼 機 関 内       容 担  当 

福島県精神保健福祉協会 常任理事会 医師 

福島保護観察所 
心神喪失者等医療観察法運営連絡協議会 心理判定員 

心神喪失者等医療観察法ケア会議 心理判定員 

福島県薬物乱用対策推進本部 薬物中毒対策連絡協議会 医師 

福島公共職業安定所 県北地域障害者雇用連絡会議 保健師 

あさかホスピタル 

竹田綜合病院 

精神障がい者アウトリーチ推進事業対象者選定会議 保健師 

精神障がい者アウトリーチ推進事業評価委員会 保健師 

相馬広域こころのケアセンター

なごみ 

精神障がい者アウトリーチ推進事業評価委員会 

 

保健師 
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４ 精神保健福祉相談及び相談に付随する診療状況 
(1)  精神保健福祉相談（来所、センター代表電話・こころの電話・心の健康相談ダイヤル）

件数の推移（Ｈ15～25年度） 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

心の健康相談ダイヤル 857 938 1149 948 906

こころの電話 1265 1555 1590 1495 1431 1443 1346 1382 1121 1024 631

電話相談 802 1044 1171 814 870 1540 1107 1521 975 986 541

来所 609 266 191 75 70 108 146 122 85 19 47
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ア 来所による相談  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ センター代表電話への相談  

その他
心の健康

づくり
社会復帰

アルコー

ル
薬物 思春期

老人精神

保健

女 119 50 15 10 12 6 2

男 248 43 22 6 4 2 2
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心の健康づ

くり
その他 社会復帰 薬物 思春期 アルコール
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ウ こころの電話への相談 

心の健康

づくり
その他 社会復帰

アルコー

ル
思春期

老人精神

保健
薬物

女 363 14 22 9 11 6 0

男 149 36 13 6 1 0 1

0

100

200

300

400

500

600

 

 

エ 心の健康相談ダイヤルへの相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 相談に付随する診療状況 

センター内診療施設において行っています。 

ア 診療受付状況 

 男 女 計 

初 回 診 療 者 数 16 7 23 

再 診 療 者 数  10 11 21 

診 療 者 総 数 26 18 44 

 

イ 診療処理状況 

診療実件数 44 

診療延件数 266 

相談助言指導 0 

診療に伴う諸検査数 14 

諸検査

の内訳 

脳波 0 

心理 11 

血液 3 

投 薬 院内 102 

院外 145 

 

心の健康

づくり
その他 思春期

アルコー

ル
社会復帰

老人精神

保健
薬物

女 499 28 17 15 5 6 4

男 286 32 8 2 2 1 1

0

100

200

300

400
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900
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ウ 診断名、年齢別、性別、診療実件数 

年齢 

診断名 

 
≦10 

11～

20 

21～

30 

31～

40 

41～

50 

51～

60 
60＜ 計（%） 

F

0 

症状性を含む器質性精神

障害 

男         

女         

F

1 

精神作用物質による精神

及び行動の障害 

男         

女         

F

2 

統合失調症、 統合失調症

型障害及び妄想性障害 

男     2 1  3(6.8) 

女      2  2(4.5) 

F

3 
気分（感情）障害 

男   1 1 4 6 2 14(31.8) 

女   2 2 2 2 2 10(22.8) 

F

4 

神経症性障害、ストレス関

連障害及び身体表現性障害 

男    1  1  2(4.5) 

女    1  1  2(4.5) 

F

5 

生理的障害及び身体的要

因に関連した行動症候群 

男         

女         

F

6 

成人の人格及び行動の障

害 

男         

女         

F

7 
精神遅滞 

男    3    3(6.8) 

女         

F

8 
心理的発達の障害 

男    2    2(4.5) 

女     1   1(2.3) 

F

9 

小児期及び青年期に通常発

症する行動及び情緒の障害 

男         

女         

G

4 
てんかん 

男         

女       1 1(2.3) 

そ  の  他 

 

男     1  1 2(4.5) 

女    1 1   2(4.5) 

計 
男   1 7 7 8 3 26 

女   2 4 4 5 3 18 

 
 
５ 精神障がい者地域移行・地域定着関連事業 
(1)  福島県精神障がい者地域移行・地域定着推進事業 

精神科病院の社会的入院を解消し、障がい者本人が暮らしたいと望む地域において、自らの意思で選択･決

定し、地域社会の一員として自分らしい暮らしを実現させることを目的に、長期入院者の地域移行・地域定着

を促進するための体制整備を行っています。 

精神保健福祉センターにおいては、当該事業が円滑かつ効果的に実施ができるよう関係者の研修を実施する

と共に、委託事業に関する支援を行っています。 

 
ア 精神障がい者地域生活移行理解促進基礎研修（いわき圏域） 
  精神障がいの地域移行・地域定着に関する関係者の理解を深めるために研修会を行っています。 

   本研修会は各圏域毎に県保健福祉事務所が行っており、精神保健福祉センターは、いわき圏域を担当してい

ます。 

① 日時 平成２６年１月７日（火）１３：３０～１５：３０ 

② 場所 いわき市総合保健福祉センター 

③ 内容 講演「精神障がい者の地域生活を支援する～長期入院患者の地域移行～」 

              講師  NPO法人那須フロンティア 地域生活支援センターゆずり葉 

                  施設長 遠藤 真史 氏 

体験発表「２０年の入院生活から地域に戻って感じたこと」     

             体験発表者   当事者２名 

              インタビュアー  社会福祉法人希望の杜福祉会 精神保健福祉士 白土 修 氏 

④ 参加者 ５２名 
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イ 精神障がい者地域移行・地域定着検討会への支援 

平成２５年度からは、精神障がい者の地域移行・地域定着を推進するため、新たに「精神障がい者地域移

行・地域定着検討会」を設置し、精神障がい特有の症状による解決困難な課題の検討を行い、自立支援協議

会の各部会や地域生活移行圏域連絡会、地域自立支援協議会等との連携を図り、課題解決のための検討を行

っています。 

精神保健福祉センターでは、受託先であるふくしまこころネットワークが検討会を行うにあたり支援を行

っています。 

     精神障がい者地域移行・地域定着検討会への支援の実施状況 

内 容 支援回数 担 当 

県担当者会議  １  

 保健師 精神障がい者地域移行・地域定着検討会  ３ 

〃 検討会開催に関する打ち合わせ １１ 

 

ウ 精神障がい者ピアサポーター養成研修事業への支援 

       精神障がい者自らが、当事者の支援に立った支援を行うことで、入院患者等の地域移行や地域定着が円滑に

進むように、精神障がい者ピアサポーターの養成を行い、ピアサポート活動普及啓発に努め、精神障がい者の

社会復帰につながるように支援を行うため、福島県では、平成２３年度から「ピアサポーター養成研修会」を

業務委託し行っています。 

精神保健福祉センターでは、受託先である特定非営利法人アイキャンが養成研修を行うにあたり支援を行っ

ています。 

     ピアサポーター養成に関する支援の状況 

内 容 支援回数 担 当 

ピアサポーター養成研修に関する打ち合せ ２  

 保健師 ピアサポーター初任者研修 ６ 

ピアサポーター経験者研修 ２ 

ピアサポーター養成研修事業理解促進研修 １ 

 

(2) 精神障がい者アウトリーチ推進事業 

福島県では、平成２３年度より、受療中断者、自らの意思では受診の困難な精神障がい者、長期入院等の後

退院した者、入退院を繰り返す精神障がい者等の地域生活定着のために、一定期間、保健医療及び福祉の包括

的な支援を行うことにより、新たな入院及び再入院を防ぎ、地域生活が維持できるような体制を地域において

構築することを目的とした精神障がい者アウトリーチ推進事業を行っています。 

福島県内では、精神障がい者アウトリーチ推進事業は、２種類の形態で実施されており、精神保健福祉セン

ターでは下記の各種会議に出席し、事業実施に関して支援を行っています。 

 

ア 福島県内のアウトリーチ推進事業 

 ①実施要綱遵守型アウトリーチ推進事業 

居宅生活を送っている精神障がい者に対して、多職種チームによる包括的な支援を行っています。 

委託先 ２カ所 （あさかホスピタル、竹田綜合病院） 

②震災対応型アウトリーチ推進事業 

東日本大震災が原因となり、精神症状が表出した者を中心に多職種チームによる支援を行っています。 

委託先 １カ所（NPO法人 相双に新しい精神医療保健福祉システムをつくる会） 
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イ 精神保健福祉センターにおける支援の状況 

会議 出席回数 出席者 

対象者選定会議（あさかホスピタル） ９  

 

 

保健師 

   〃   （竹田綜合病院） ５ 

事業評価委員会（あさかホスピタル） ２ 

   〃   （竹田綜合病院） ２ 

   〃   （相双に新しい精神医療保健福祉システムをつくる会） ２ 

事業評価会議（障がい福祉課） １ 

  
ウ 市町村職員等スキルアップ研修会 

     治療中断、未受診、入退院の繰り返し等、適切な医療につながっていない精神障がい者に対しての支援方

法やアウトリーチ推進事業を活用した地域保健福祉活動を学ぶことにより、地域精神保健医療福祉関係者の精

神障がい者支援のスキルアップを図るため、市町村､県保健福祉事務所、医療機関等の職員を対象に、研修会

を行っています。   

NO 日時・場所 内容 参加者数 

 

１ 

 

平成25年7月22日（月） 

10:00～16:00 

郡山市男女共同参画センター 

(1) 行政説明「福島県内の精神障がい者アウトリーチ支援

推進事業の取り組みの概要について」 

(2) 講演「精神障がい者の地域生活を支援する～未受診者

治療中断者、入退院の繰り返し者への支援～」  

   講師 聖路加看護大学 教授 萱間 真美 氏 

(3) 事例検討 

    助言者 聖路加看護大学 教授 萱間 真美 氏 

 

４８名 

 

 

２ 

 

8月22日（木） 

10:00～16:00 

会津若松市北会津支所ピカリ

ンホール 

 

５８名 

 

 

３ 

9月19日（木） 

13:30～16:00 

道の駅南相馬 

 

(1) 行政説明「福島県内の精神障がい者アウトリーチ推進

事業の取り組みの概要について」 

(2) 講演「精神障がい者の地域生活を支援する 

   ～被災地における地域精神保健福祉活動の進め方～」 

【相双圏域】 講師 国立精神神経医療研究センター精神

保健研究所 社会復帰研究部  

部長 伊藤 順一郎 氏 

【いわき圏域】 講師 国立国際医療研究センター 

国府台病院精神科 医師 佐竹 直子 氏 

 

２４名 

 

10月 7日（月） 

13:30～16:00 

いわき市総合保健福祉セン

ター 

 

 ４５名 

 

４ 

平成26年1月14日（火） 

14:00～16:00 

郡山市総合福祉センター 

講演「精神障がい者アウトリーチ支援における行政機関の

役割」 

   講師 兵庫県洲本保健所 所長 柳 尚夫 氏   

 

４７名 

 

５ 

 

2月 7日（金） 

13:30～15:30 

県保健衛生合同庁舎 

 

(1) 行政説明「福島県内の精神障がい者アウトリーチ推進

事業いついて」 

(2) 講演「地域で支えるために～アウトリーチの実践から～」 

 講師 東北福祉大学 総合福祉学部 教授 西尾 雅明 氏  

 

６３名 

                                                                合計（延べ人数）２８５名 
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エ 精神障がい者アウトリーチ支援理解促進研修会（精神科病院研修会） 

県内の精神科病院職員を対象に、精神障がい者アウトリーチ支援についての理解促進を図ることを目的に

研修会を行っています。 

 

NO 

日時 

対象精神科病院 

                     

内容 

 

参加者数 

 

１ 

 

 

平成26年1月28日（火） 

14:00～15:30 

塙厚生病院 

 

(1) 講演「アウトリーチサービスの現状と課題～チーム『絆』の実

践から～」 

講師 あさかホスピタル地域診療部長（精神科医）渡邉 理氏 

(2) 精神障がい者地域移行支援制度説明 

   「障害者総合支援法について～地域相談（地域移行支援）～」 

  説明者  福島県障がい福祉サービス事業 基盤整備支援アド

バザー事業相談支援アドバイザー  矢吹 靜江 氏 

 

１８名 

    

 

 

 

 

 

 

２ 

 

2月4日（火） 

17:00～18:00 

清水病院 

 

講演「竹田綜合病院精神科におけるアウトリーチリーチ推進事業

活動」 

 講師 竹田綜合病院 精神科科長（精神科医） 上島 雅彦 氏 

               作業療法士      田口 厚子 氏 

 

４７名 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

2月5日（水） 

14:00～15:30 

雲雀ヶ丘病院 

 

 

 

 

(1) 講演「竹田綜合病院精神科における精神障がい者アウトリーチ

推進事業活動」 

  講師 竹田綜合病院 精神科科長（精神科医）上島 雅彦 氏 

                 精神科認定看護師 児島 一行 氏 

(2) 事例検討「アウトリーチ推進事業の事例」 

     事例紹介 相馬広域こころのケアセンターなごみ 

                     センター長 米倉 一磨 氏 

 

３１名 

 

 

４ 

 

2月6日（木） 

14:00～15:30 

星ヶ丘病院 

講演「アウトリーチサービスの現状と課題～チーム『絆』の実

践から～」 

   講師 医療法人安積保養園附属 あさかホスピタル 

         地域診療部長 渡邉 理 氏 

 

３１名 

 

５ 

 

2月12日（水） 

14:00～15:30 

舞子浜病院 

講演「アウトリーチサービスの現状と課題～チーム『絆』の実

践から～」 

   講師 医療法人安積保養園附属 あさかホスピタル 

         地域診療部長 渡邉 理 氏 

 

３４名 

 

６ 

 

 

2月20日（水） 

14:00～15:30 

会津西病院 

 

(1) 講演「竹田綜合病院精神科における精神障がい者アウトリーチ

推進事業活動」 

     講師  竹田綜合病院 精神科科長（精神科医）上島 雅彦 氏 

(2) 事例検討 

   事例紹介 入院前の関わり 

       竹田綜合病院精神保健福祉士 塚原 秀一 氏 

        入院後の関わり 

            会津西病院  精神保健福祉士  青山 美佳 氏 

(3) 精神障がい者地域移行支援制度説明 

      「会津若松市における地域移行ネットワーク」 

       講師 会津若松市障がい者総合窓口 

      (障がい者相談支援事業所アガッセ) 

      管理者・相談支援専門員 齋藤 研一 氏 

 

３１名 

合計（延べ人数）１９２名 
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６ 自殺対策関連事業 

(1) 市町村人材育成事業   

ア 自殺対策関係者研修(司法書士研修会)   

福島県の司法書士会の会員が、「気づく、つなぐ、(いのちを)守る」をキーワードに、自殺対策や心の健

康についての知識を習得することにより、相談等に訪れた方々に対し、心理状況に配慮した対応ができるよう、

また、自殺対策における各支援者の役割について理解の促進を図り、必要に応じて心の相談機関につなぐこと

ができるよう理解の促進を図っています。 

さらに、支援者が自らのパワーレス状態にきづくことができ、健康を保ちながら支援することができるよ

う研修を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO  

日時 

司法書士会地区支部 

場所 

 

内容 

 

参加者数 

 

１ 

平成25年8月30日（金） 

相双 

相双司法士総合相談センター 

情報提供 自殺の現状／相談窓口 

情報交換 心の相談機関について 

講師 精神保健福祉センター自殺対策専門員 

県相双保健福祉事務所職員 

１２名 

 

２ 

9月27日（金） 

相双 

相双司法士総合相談センター 

相談の受け方(講話・演習) ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ等 

講師 ふくしま心のケアセンター(相双方部)職員 

９名 

 

３ 

11月1日（金） 

相双 

相双司法士総合相談センター 

相談の受け方(講話・演習) ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ等 

講師 ふくしま心のケアセンター(相双方部)職員 

８名 

 

４ 

12月4日（水） 

郡山 

郡山市労働福祉会館 

情報提供 自殺の現状／相談窓口 

相談の受け方(講話・演習) ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ等 

講師 精神保健福祉センター自殺対策専門員 

郡山市保健所職員 

ふくしま心のケアセンター(県中方部)職員 

２０名 

 

５ 

平成26年2月7日（金） 

福島 

福島県司法書士会館 

情報提供 自殺の現状／相談窓口 

相談の受け方(講話・演習) ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ等 

講師 精神保健福祉センター自殺対策専門員 

県県北保健福祉事務所職員 

ふくしま心のケアセンター(県北方部)職員 

２８名 

 

６ 

2月27日（木） 

白河 

白河市産業プラザ 

 

情報提供 自殺の現状／相談窓口 

相談の受け方(講話・演習) ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ等 

講師 精神保健福祉センター自殺対策専門員 

県県南保健福祉事務所職員 

ふくしま心のケアセンター(県南方部)職員 

２１名 

合計（延べ人数）９８名 
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イ 自殺対策関係者研修(弁護士研修会)    

福島県の司法書士会の会員が、「気づく、つなぐ、(いのちを)守る」をキーワードに、自殺対策や心の健

康についての知識を習得することにより、相談等に訪れた方々に対し、心理状況に配慮した対応ができるよ

う、また、自殺対策における各支援者の役割について理解の促進を図り、必要に応じて心の相談機関につな

ぐことができるよう理解の促進を図っています。 

さらに、支援者が自らのパワーレス状態にきづくことができ、健康を保ちながら支援することができるよ

う研修を行っています。 

①日時 平成２６年２月９日(日) １３：００～１６：４５ 

②場所 福島県弁護士会館 県民ホール    

③内容  ○講演「アディクション対応における医療と弁護士の連携」 

           講師 医療法人大島クリニック院長 大島 直和 氏 

        ○講話・演習「法律相談における心の健康問題の対応の仕方」 

             講師 福島県立医科大学医療人育成・支援センター/医学部神経精神医学講座 

     助教 臨床心理士 本谷 亮 氏 

④参加者 ２４名  

 

ウ 市町村自殺対策主管課長・担当者研修会  

平成２４年に示された自殺総合対策大綱の見直しでは、地域レベルの実践的な取り組みと、関連する分 

 野間の連携体制を確立し包括的な生きる支援を展開していくことの必要性が指摘されています。 

自殺対策担当者の知識や技術の向上、自殺に対する問題意識の共有による相互の連携強化、効果的な自

殺対策ネットワークの構築、及び市町村等行政における効果的な自殺予防対策の推進を図っています。 

①日時 平成２５年８月５日（月）１０：００～１６：００  

 ②場所 郡山市保健所 ４階大ホール 

 ③内容   ○行政説明「第二次福島県自殺対策推進行動計画について」 

         説明者 県障がい福祉課職員 

       ○情報提供「市町村内の自殺対策連携組織についてのｱﾝｹｰﾄから」 

             提供者 精神保健福祉ｾﾝﾀｰ自殺対策専門員    

     ○講話・演習「自殺対策のためのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ」 （初期支援をするための５つのｽﾃｯﾌﾟ） 

                ～ｹﾞー ﾄｷｰﾊﾟー 養成研修の企画から実践まで～ 

              講 師 岩手医科大学医学部 災害・地域精神医学講座 

                   特命教授 大塚 耕太郎 氏 

      ④参加者 ６７名  

 

   エ 救急医療関係職員研修 (薬物関連問題実務担当者研修会と合同開催) 

   自殺対策関係者研修の一環として、薬物依存症に関わる人材に自殺予防の認識を持っていただくため薬物

関連問題実務担当者研修会と合同で行っています。（対象者：医療機関・薬物乱用防止指導員 他） 

       ①日時 平成25年 9月20日(金)     １３：３０～１５：３０ 

         ②場所 郡山市男女共生参画センター 

         ③内容 ○情報提供「乱用薬物の現状」 

             説明者 県薬務課職員 

         ○講演 「薬物依存症と自殺対策」 

            講師 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 

                  薬物依存研究部診断治療開発研究室長 

                  自殺予防総合対策センター副センター長  松本 俊彦 氏 

          ④参加者 １２０名 
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オ 自死遺族支援者研修会  

      自死遺族を支援している民間団体及び行政関係者等に対し、相談に必要な知識の修得や情報交換を行っ

ています。  

①日時 平成２６年２月２５日（火）１３：３０～１５：４０ 

②場所 精神保健福祉センター デイルーム   

③内容 講演 「自殺が生じた後の対応」    

    講師 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 

            自殺予防総合対策センター 自殺予防対策支援研究室長  川野 健治 氏 

    ④参加者 ３１名 

 

(2) 対面型相談支援事業 

ア 各保健福祉事務所・保健所開催の｢うつ病家族教室｣への支援 

      平成２１年度うつ研究事業として｢うつ病家族教室｣「家族のためのうつ病講演会」を実施。平成２２年度

は同事業を精神保健福祉センターおよび各保健福祉事務所にて実施。平成２３年度以降は各保健福祉事務所

が実施する｢うつ病家族教室｣への技術支援を要望により行っています。 

        ○県北保健福祉事務所：４回       

  

イ 自殺未遂者サポート事業 

      ○会津保健福祉事務所開催の「未遂者支援ネットワーク事業」の企画や会議にて助言。     

     ○未遂者支援研修会  

         会津保健福祉事務所の「未遂者支援ネットワーク事業」を開始するにあたり、研修会を共催で開催。 

        医療と行政の連携により未遂者への相談支援をする上で、未遂者への理解を深め、また未遂者や家族への 

        対応について学びます。 

      ①日時 平成２６年２月４日(火) 

        ②場所 会津若松市ピカリンホール 

     ③内容 講演「自殺未遂者支援の概要」 

         講師 精神保健福祉センター所長 

        講演 「自殺未遂者の相談対応と家族への支援について」 

           ～救急医療の現場から～ 

       講師 北里大学医学部 中毒・心身総合救急医学講座助教 山田 素朋子 氏 

      ④参加者 ３１名 

 

(3) 自死遺族等の相談     

   自死遺族からの相談に対応することにより、自死遺族の心理的影響や苦痛を和らげ、回復を図ることを目的

として平成20年から23年度までは隔月1回で定期の相談会を実施。平成24年度からは、精神保健福祉相談と

して随時の相談を受けています。 

  相談件数 来所実人数    ０名・延べ   ０件、電話実人数    ６名・延べ    １５件 

 

(4) 心の健康相談ダイヤル 

        自殺に関連する電話相談を行うための専用電話を確保し、自殺予防のための相談体制の充実強化を図ってい

ます。また、この専用電話の電話番号を内閣府が設定している全国共通の電話番号とし、より多くの人が相談

しやすい体制を整備しています。 

①名称   心の健康相談ダイヤル 

②開設  平成２１年９月～ 

③受付時間 平日(月～金) ９：００～１７：００ 

④相談内容 自殺関連、心の健康、精神疾患に関する相談 

⑤相談員  精神保健福祉士、保健師等 

⑥相談件数 ９０６件（内訳４，(1) 、エ 心の健康相談ダイヤルへの相談 のとおり） 
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(5) 普及啓発事業 

      自殺対策関連の各種リーフレット等の作成、関係機関へ配布、及び精神保健福祉センターのホームページに

掲載しています。  

① 「社会資源情報ハンドブック」２０１３  第２版 

②  アルコール依存家族指導向けリーフレット「家族のアルコール問題で困っていませんか?」 

③  アルコール適正飲酒本人向けリーフレット「お酒の量が増えていませんか?」 

 

(6) 自殺対策情報交換メール(情報収集・提供) 

    自殺対策において、自殺対策関係者（市町村・保健福祉事務所）がどんな情報を必要としているかニーズを

把握し、時宜に応じた情報提供や助言を行っています。 

また、情報を自殺対策関係者（支援者）間で共有することにより、支援者の問題意識の醸成と知識の向上を図

り、自殺対策事業の推進に役立てています。 

  ア 定期的メールによる情報提供 

市町村・県保健福祉事務所・県障がい福祉課へ配信後、ホームページへ掲載  

  ９月：「H25市町村内の自殺対策連携組織についてのアンケートから」 

     ～自殺対策はこれからが正念場!自殺対策にどのように取り組んでいくか・・・～ 

 

  イ 随時のメールによる情報提供・助言 

メール・電話による問い合わせを受け付け回答。 

 実(件) 延べ(件) 

市町村 １１ １３ 

市保健所 ０ ０ 

保健福祉事務所 ２１ ３７ 

その他 ７ １６ 

計 ３９ ６６ 

 問い合わせの内容としては、「自殺統計」が半数を越え、次いで「事業企画」に関することとなっています。 

 

  ウ 継続的な助言 

     平成２５年５月に市町村内の自殺対策連携組織についてのアンケート実施の後、庁内ネットワークづくり 

    に関する助言を希望する市町村3ヵ所(相馬市・白河市・会津美里町)を選定し、ネットワークを構築してい

くために継続的に助言を行っています。 

     なお、市町村支援に関して管轄保健福祉事務所との情報共有と連携を密に図っています。 

 実(件) 延べ(件) 

相馬市(相双保福) ５ ８ 

白河市(県南保福) ７ １２ 

会津美里町(会津保福) １４ ４０ 

計 ２６ ６０ 
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7 特定相談事業 

(1) 特定相談窓口の設置 

   思春期精神保健及びアルコール関連問題に関する総合的な相談指導等を行うことにより、相談者の精神的健

康の保持増進及び諸問題の解決を図っています。  

対象 ひきこもり、不登校、対人関係、アルコール関連等に関する問題を抱えている者（本人・家族等）  

①開催日  主に第２、第４木曜日 １３：３０～１４：００（予約制） ２０回  

②場所   精神保健福祉センター 

③相談員  精神科医（非常勤医師）、保健師 

④相談件数 １９件 

            ○相談内容  思春期５件  アディクション１件  その他１２件   

                  （別掲ひきこもり４件、うつ３件） 

            ○相談者   本人のみ ９件  本人と家族 ３件 家族のみ７件 

            ○相談結果  受診勧奨９件  助言終了４件  関係機関紹介４件 その他２件 

 

(2) 思春期精神保健セミナー  

     思春期の時期に抱える心理面の問題に対して、広く県民の理解の促進を図ることにより地域精神保健の向 

    上に資することを目的として行っています。（対象者 一般県民及び関係者） 

①日時 平成２６年１月２４日（金)  １３：３０～１５：３０ 

②場所 郡山市音楽・文化交流館ミューカルがくと館 大ホール 

③内容 「思春期の“うつ”について －自傷・自殺行為など－」 

         講師 東京都立小児総合医療センター  顧問  市川 宏伸 氏 

④参加 者 １５５名 

 

(3) ひきこもり対策事業担当者会議  

ひきこもり対策を推進するため、ひきこもり対策事業担当者の相談支援に関するレベルアップを図るととも

に、情報交換や課題の検討を重ねることで、地域に即した支援体制の整備を行っています。 

（対象者 県保健福祉事務所、郡山市保健所、いわき市保健所、県障がい福祉課、ビーンズふくしま担当者） 

①日時 平成２６年３月６日（木)  １３：００～１６：００ 

②場所 精神保健福祉センター 

③内容 ひきこもり対策の国及び当県の動向 

市町村のひきこもり支援の状況についてのアンケート結果報告  

各機関のひきこもり対策事業の今年度の実施状況と次年度の計画 

ビーンズふくしまのひきこもり支援の状況情報交換 

④参加者 １４名 

8 薬物関連相談事業 

(1) 薬物関連専門相談窓口の設置 

薬物による精神障がい者やその家族に対して専門の相談員を配置し、個別相談指導を行うとともに、 薬物関

連問題の早期対応に努め、医療機関をはじめ関係機関等への紹介等を行っています。 

（対象者 薬物依存症者及び家族） 

①日時 毎月第３木曜日 １３：３０～１６：００ 

②場所 精神保健福祉センター 

③相談員 精神科医（非常勤嘱託医３名）、ダルクスタッフ（２名） 

④相談件数 １２件（延べ）    

○相談内容 薬物、アルコール、ギャンブル 
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(2) 薬物家族教室の開催 

   家族自身の回復を図るため、薬物依存症についての正しい知識、問題解決方法を学ぶとともに、家族同士の

交流を行っています。 

  （対象者 薬物乱用・依存の問題を抱える家族） 

①日時 毎月第３木曜日 １３：３０～１５：３０（９回開催） 

   ②場所 精神保健福祉センター 

   ③内容 第１部 精神科医師等による講話 

       第２部 グループミーティング 

   ④参加者 １１家族、実１４名、延べ５８名 

 

(3) 薬物依存症に関する研修会（アディクションフォーラム）  

一般県民を対象に薬物依存症に対する正しい知識と薬物乱用の恐ろしさの啓発を行っています。 

（対象 県民一般、薬物乱用防止指導員、保健・医療・福祉・教育・警察・司法等の関係機関の職員） 

①日時 平成２６年２月１２日（水) １３：００～１５：３０ 

②場所 郡山市音楽・文化交流館 ミューカルがくと館 

③内容 テーマ 薬物依存症という病気を知ろう ～本人・家族の回復を支える～ 

  ○講演 演題「薬物依存症という病気を知ろう」   

講師 筑波大学 准教授 森田 展彰 氏 

○磐梯ダルクの仲間たちによる「太鼓」演奏 

○体験談「回復者からのメッセージ」 磐梯ダルク 

④参加者 １２０名 

 

(4) 薬物関連問題実務担当者研修会(救急医療関係職員研修会と合同開催) 

薬物関連問題は、複雑で深刻な問題を合併していることが多く、関係機関も多岐にわたっていることから、

薬物問題についての適切な対応策について学びかつ連携を図っています。 

対象 保健・医療・福祉・教育・警察・司法等の関係機関の職員、薬物乱用防止指導員等 

①日時 平成25年 9月20日(金)    １３：３０～１５：３０ 

②場所 郡山市男女共生参画センター 

     ③内容 ○情報提供「乱用薬物の現状」 

           説明者 福島県薬務課職員 

       ○講演 「薬物依存症と自殺対策」 

          講師 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 

                薬物依存研究部診断治療開発研究室長 

                自殺予防総合対策センター副センター長  松本 俊彦 氏 

        ④参加者 １２０名 

 

9 精神保健福祉協力組織の育成 

地域住民による組織的活動の向上を図るため、家族会、患者会、社会復帰事業団体など都道府県単位の組織の

育成に努めるとともに、保健所、市町村並びに地区単位での組織の活動に協力しています。  

精神保健福祉関係組織 

一般社団法人福島県精神保健福祉協会 

各種自助グループ 

（アディクション、共依存、自死遺族）等 

 

 患者会 家族会 断酒会 その他 

支援回数等 ２ ０ ０ ０ 
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10 福島県精神医療審査会事務（精神保健福祉法第１２条に基づく審査会） 

精神医療審査会は、適正な医療及び保護するために、患者本人の意志によらない入院や行動の制限等を行わな

ければならない場合があるという精神医療の特殊性を踏まえ、医療の提供及び人権の擁護の観点から入院の必要

性についての適否及び患者の処遇について審査を行っています。 

(1) 審査会の体制 

①委員数    ２０名（医療委員１２名、法律委員４名、学識委員４名）  

②合議体数   ４合議体 

③審査会開催数 ２回／月（毎月第２・第４水曜日）  

④全体会開催数 １回／年 

 

(2) 届出書類の審査状況 

項目 

種類 
件 数 

引き続き現在の入院 

形態での入院が適当 

他の入院形態へ 

の 移 行 が 適 当 

入 院 の 継 続 は 

適 当 で な い 

定期の報告等に 

係 る 審 査 保 留 

医療保護入院者の入院届 2,519 2,519 0 0 0 

措 置 入 院 者 の 

定 期 病 状 報 告 書 
49 49 0 0 0 

医療保護入院者の 

定 期 病 状 報 告 書 
1,794 1,794 0 0 0 

合 計 4,362 4,362 0 0 0 

 

(3) 退院等請求 

 
請求

件数 

入院形態 請求区分 性別 
取下

件数 

意見聴取 
審査

件数 

未処

理 
医療保

護 

措

置 

退

院 

処遇 

改善 
男 女 

実施 

件数 

省略 

件数 

２４年度未処理 2 1 1 2 0 2 0 0 2 0 2 0 

２５年度受理 47 36 11 47 0 35 12 19 24 2 25 3 

合    計 49 37 12 49 0 37 12 19 26 2 27 3 

 

(4) 実地審査との連携 

①実地審査対象者の選定                                        

合議体は実地審査対象者を選定し、知事に報告をします。３１病院実施 

②実地審査結果についての審査                                            

知事は実地審査結果について合議体に報告し、合議体は実地審査において｢要検討｣とされた案件について

審査を行っています。 

③審査終了後は、知事に対して審査結果を報告しています。  
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11 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療（精神通院医療）の判定及び承認 

(1) 精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定事務（精神保健福祉法第４５条第１項） 

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを認定することにより、手帳の交付を受け

た方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることで、精神障がい者の社会復帰、自立及び社会

参加の促進を図ることを目的としています。  

①年間申請件数   ５，２９８件 

②年間交付件数 

 1  級 2  級 3  級 合  計 

平成25年度 750 3,108 1,322 5,180 

③不承認件数     １１８件    

④ 年度末手帳所持者数 

 1  級 2  級 3  級 合  計 

平成25年度 1,387 5,827 2,357 9,571 

 

 (2) 自立支援医療（精神通院医療）の支給認定（ 障害者総合支援法第５２条第１項） 

平成１８年４月より精神通院医療の公費負担制度が変更、この制度は障害者総合支援法（平成１７年法律第

１２３号）に基づき、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるものに対して、精神障がい者が

病院等で入院しないで行われる精神障がいの医療を受ける場合に、その医療の自己負担分の一部を公費で負担

する制度です。 

①年間申請件数（うち新規件数）       ２２，８７７件（１，９５５件） 

②承認状況承認数  ２２，８７７ 件 

③不承認数                ０ 件 

④年度末所持者数  ２１，９７２ 人 
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Ⅲ 調査・研究、参考資料 
 

１ 調査・研究 

畑哲信「精神科・心療内科における自殺実態調査」 

（精神医学 56(1): pp29-37, 2014） 

 

２ 精神科病床を有する病院数、入院患者数 

                                       平成２４年６月末現在 

総 数 31     25     5,608    7      972    6,580     197    5,434  82.6   

県 立 2      2      206      1      49     255       -      168    65.9   

指 定 病 院 21     19     5,019    2      571    5,590     197    4,689  83.9   

そ の 他 8      4      383      4      352    735       -      577    78.5   

（注）１　指定病院とは、精神保健福祉法第19条の8に基づく指定病院をいう。

（注）２　人口万対は、平成24年10月1日現在人口による。 1,962,333 人

設 置 主 体 別 病 院 別
病 院 数 病 床 数

精 神 科 病 院 一 般 病 院 病 床 利 用

病 院 数 病 床 数

総精神病床
数

指 定
病 床 数

病  床
普及率

(人口万対)

1.3        

3.7        

33.5       

28.5       

利 用 率
入 院
患 者 数

 

                         出典：平成２５年度精神保健福祉関係資料 

 

３ 在院患者数、性・年齢・病類別 

                                       平成２４年６月末現在 

項　　目

疾 病 名

3,267   4       1,139   604     5       849     666     19      

495     -       106     78      1       130     180     2       

1,105   -       99      349     -       40      617     -       

546     -       4       177     -       11      354     -       

183     -       5       68      -       2       108     -       

376     -       90      104     -       27      155     -       

143     -       54      78      -       7       4       1       

132     -       47      74      -       7       4       1       

6       -       4       2       -       -       -       -       

5       -       3       2       -       -       -       -       

81      -       20      11      1       25      24      1       

15      -       5       5       -       3       2       -       

24      5       9       1       1       8       -       -       

181     2       73      30      -       45      31      1       

93      -       35      14      -       26      18      -       

30      - 9       11      -       3       7       -       

5,434   11      1,549   1,181   8       1,136   1,549   24      

覚せい剤による精神障害

上記以外の精神障害

合　　　計

その他

人格障害

その他の精神障害

精神遅滞（知的障害）

てんかん

神経症性障害、ストレス関連障害

措置
入院
者数

（再掲）

アルコール使用による精神障害

精神作用物質による精神障害

気分（感情）障害

アルツハイマー病型認知症

上記以外の精神障害

症状性を含む器質性精神障害

血管性認知症

総 数
20歳 未満

統合失調症、統合失調症型障害

男　性 女　性

20歳 未満
20歳 以上
～
65歳未満

65歳 以上65歳 以上
20歳 以上
～
65歳未満

 

                           出典：平成２５年度精神保健福祉関係資料 
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４ 自殺者数の推移 

（平成９－２５年：全国との比較） 
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